
警告画面が表示されても慌てて事業者に連絡しないで
心配な時は消費生活相談窓口へご相談ください

〇 警告画⾯が表⽰されても、慌てて事業者に連絡したり、セキュリティソフトやサポート等の契約をし

たりしないようにしましょう。

〇 事例のような警告画⾯は偽の表⽰である可能性が⾼いと考えられています。表⽰された警告画⾯が偽

の表⽰と考えられる場合は画⾯を閉じましょう。

〇困った時はお早めにご相談ください。

トラブルに遭わないために

相談事例
 パソコンでインターネットを使⽤していたら、突然⼤きな警告⾳が鳴り、画⾯にウイルス感染の表⽰

が出た。驚いて表⽰されている電話番号に連絡すると、「ウイルスに感染している。サポート契約が必

要。」と⽚⾔の⽇本語で⾔われ、約 5 万円をカード決済した。遠隔操作で何か作業されたが、不審な気

がしたので解約したいとメールで連絡したが、返信がない。

■お問い合わせ先：消費⽣活相談窓⼝ （内之浦総合⽀所 産業創出課内） ☎ 0994（67）2116
消費者ホットライン ☎ 188（平⽇は肝付町、⼟・⽇・祝⽇は県・若しくは国の相談センターに繋がります）

※有料広告 これらの広告は広告主の責任において掲載しております。
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